
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

 

会員登録住宅性能評価機関の情報開示について 

 

住宅性能評価・表示協会会員は各機関のホームページ上で、以下の内容について情報開示

を行って下さい。 

① 評価実績 

② 登録を行っている評価員の人数 

③ 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 

④ 登録を行った年月日 

⑤ 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第１７条で定める掲示の記載事項 

      （登録区分、登録番号、登録有効期間、機関名称、代表者氏名、主たる事務所の

所在地（電話番号）、実施する住宅性能評価の種類及び住宅の種類、業務を行う

区域） 

なお、①の評価実績の公表については、各機関のホームページ上で直接実績公表すること

に代え、評価協会で公表を行っている「機関別 住宅性能評価業務実施状況（下記ＵＲＬ）」

にリンクさせることにより、各機関が直接実績公表を行っていると見なすことができるもの

としますので、例えば下記ＵＲＬに図１のようにリンクをさせて下さい。 

 http://www.hyoukakyoukai.or.jp/teikyo_joho/jisseki_disp.php?T=1 

 

 

図１ ホームページ上での情報開示の例 

 

これまでの評価実績 ここをクリックして下さい。 

登録を行っている評価員の人数 ○○名 

評価の業務を行う部門の 

専任の管理者の氏名 

○○評価機関 ××評価部長 

評価 太郎 

登録を行った（指定を受けた）年月日 平成 12 年 10月 3日 

規則第 17

条で定め

る掲示の

記載事項 

登録区分 法第７条第 2項第 1号から第 3号までに

掲げる住宅に係る施行規則第 9条第 1号

から第 3 号までに掲げる区分 

登録番号 国土交通大臣 第○号 

登録有効期間 平成 15 年○月○日から 

平成 20 年○月○日まで 

機関別住宅性能評価業

務実施状況にリンク 


